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一
、
五
及
び
七
に
つ
い
て

ソ
マ
リ
ア
沖
・
ア
デ
ン
湾
は
、
年
間
約
二
千
隻
の
我
が
国
に
関
係
す
る
船
舶
が
通
航
す
る
な
ど
、
我
が
国
に
と
っ
て
欧
州

や
中
東
か
ら
東
ア
ジ
ア
を
結
ぶ
極
め
て
重
要
な
海
上
交
通
路
に
当
た
る
。
世
界
全
体
で
は
海
賊
事
案
発
生
数
が
減
少
傾
向
に

あ
る
中
、
こ
の
海
域
に
お
い
て
は
、
最
近
で
も
重
火
器
で
武
装
し
た
海
賊
に
よ
る
事
案
が
多
発
・
急
増
し
て
い
る
こ
と
は
、

大
変
懸
念
す
べ
き
事
態
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
政
府
と
し
て
は
、
海
上
に
お
け
る
人
命
又
は
財
産
の
保
護
の
た
め
特
別
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と

か
ら
、
海
賊
対
処
の
た
め
の
新
た
な
法
制
が
整
備
さ
れ
る
ま
で
の
応
急
措
置
と
し
て
、
自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第

百
六
十
五
号
）
第
八
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
海
上
に
お
け
る
警
備
行
動
（
以
下
「
海
上
警
備
行
動
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
自

衛
隊
の
部
隊
を
派
遣
し
、
ソ
マ
リ
ア
沖
・
ア
デ
ン
湾
に
お
い
て
、
我
が
国
に
関
係
す
る
船
舶
を
海
賊
行
為
か
ら
防
護
す
る
た

め
に
必
要
な
行
動
を
と
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

二
及
び
四
に
つ
い
て

一



海
上
警
備
行
動
を
命
ぜ
ら
れ
た
自
衛
隊
の
自
衛
官
の
武
器
の
使
用
に
つ
い
て
は
、
自
衛
隊
法
第
九
十
三
条
第
一
項
の
規
定

に
お
い
て
準
用
す
る
警
察
官
職
務
執
行
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
自
己
又
は
他
人

に
対
す
る
防
護
等
の
た
め
武
器
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
当
該
武
器
の
使
用
に
つ
い
て
は
、
統
合

幕
僚
長
が
基
準
を
作
成
し
、
防
衛
大
臣
の
承
認
を
得
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
海
上
警
備
行
動
を
命
ぜ
ら
れ
た
自
衛
隊
の
自

衛
官
は
、
当
該
基
準
に
従
っ
て
、
任
務
の
遂
行
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

海
上
警
備
行
動
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
公
海
上
に
も
及
ぶ
も
の
と
考
え
て
い
る
。

六
に
つ
い
て

麻
生
内
閣
総
理
大
臣
は
、
本
年
三
月
十
三
日
に
行
わ
れ
た
報
道
各
社
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
お
い
て
、
御
指
摘
の
よ
う
な
発

言
を
行
っ
た
。

八
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
御
指
摘
の
法
律
案
の
立
案
作
業
が
終
了
し
た
こ
と
か
ら
、
同
法
案
を
国
会
に
提
出
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二


